
令和６年度 第３回狭山市公民館運営審議会会議録 

 

開 催 日 時  令和７年３月１２日（水） 午後１時３０分から午後３時３２分 

開 催 場 所  狭山市立中央公民館第１ホール 

出 席 者  野口委員、横江委員、前原委員、小熊委員、田口委員、大井川委員、小林委

員、髙橋委員、吉野委員、折居委員、平野委員、河口委員 

欠 席 者  工藤委員、早川委員、神庭委員、 

教育委員会  滝嶋教育長、五十嵐生涯学習部長、關根生涯学習部次長、石井社会教育課長 

公 民 館  北田中央公民館長、木村富士見公民館長、田中入曽公民館長、池之谷水野公

民館長、緑川堀兼公民館長、吉田狭山台公民館長、宮崎新狭山公民館長、 

田中奥富公民館副館長、井上柏原公民館長、須藤広瀬公民館長、三浦水富公

民館長、吉田中央公民館副館長 

傍 聴 者  なし 

 

１ 開   会 

２ あ い さ つ 

３ 議   事 

（１）令和７年度公民館事業の概要について 

     資料に基づき事務局から説明 

  （質疑なし） 

 

（２）令和７年度狭山市公民館基本方針・重点目標（案）及び令和７年度各公民館重点

目標について   

     資料に基づき事務局から説明 

（質疑なし） 

 

（３）令和７年度事業計画（案）について   

     資料に基づき事務局から説明 

（主な質疑） 

委 員  新年度も各館が様々な工夫を凝らして、盛りだくさんの事業を計画してい

るが、各館の重点目標をしっかり意識して実施いただければと思う。 

堀兼公民館は、１月下旬に遊びのお祭りのような事業を実施されているが、

事業計画には入っていないと思うが、共催等で実施しているのか。 

事務局  堀兼冬まつりとして事業計画に盛り込んでいる。 

委 員  各公民館で空いている部屋を学習スペースとして開放していると聞いてい

るが、各公民館で空いている部屋を学生が使用したいという場合の費用はど



うなっているのか。 

事務局  一人で学習する場合、各公民館で名称は違っているが、中央公民館では「独

習」という名称で事業を実施しており、その事業での料金はかからない。 

事務局  入曽地域交流センターは公民館・社会教育施設ではない。交流スペースとい

う誰でも使えるスペースがあるので、部屋を学習スペースとして貸出しては

いない。お金をいただく場合は、登録をしていただき、有料で使っていただく

ことになる。 

  委 員  子ども達の開放教室ということで、実施回数の多い公民館もあるが、狭山市

公民館全体の共通理解は計られているのか。 

事務局  基本的に同じ理念で進めているが、各公民館で空き室の状況が違うので、実

施回数等が違ってくる。 

  委 員  高齢者のＩＣＴ活用は大きなテーマになっており、デジタルデバイドの解

消と言われているけれども、スマホ初心者講座など、デジタルが普及した時代

なので、こういったところを公民館で支援していただけると地域にとってあ

りがたいと感じた。 

  委 員  何か所か学社融合という形で事業が組まれているが、今後、ＰＴＡでは家庭

教育学級を実施するのが難しくなってしまったようで、成人委員がなくなる

学校が増えている。今後、狭山市で進めている地域学校協同活動の場所として

公民館が大事になってくると思うので、学者融合事業が増えてくるのはいい

と思う。 

 

 

（４）令和６年度公民館等利用者アンケート調査結果について    

     資料に基づき事務局から説明 

（主な質疑） 

委 員  アンケートの回答数が減ったことについて、もう少し回答数を確保して、信

頼性のあるアンケートにしていただければと思う。 

事務局  令和５年度からインターネットでの回答を主にしており、特に、令和６年度

は回答方法が変更になったことにより、回答数が減ったと思われる。また、使

用料見直しのアンケートを利用者アンケートの直前に行ったことも影響して

いると考えている。 

来年度はアンケート調査の実施について、丁寧に利用者に呼びかけ、件数を

増やしていきたいと考えている。 

委 員  改善点や不満という書き方をされている箇所がある。これに対してのアン

サーは市民に対してどのようにされているのか。 

事務局  各公民館で開始している利用者懇談会・交流会の中で質疑応答の時間を設



けており、その中で不満や疑問について回答している。 

   

（５）公民館使用料の見直しについて                

     資料に基づき事務局から説明 

（主な質疑） 

委 員  見直しの理由について、運営経費の増大、長年使用料の見直しをしていない、

受益者負担等との説明があったが、値上げをするのに十分な理由・背景がある

と思う。さらに、今回は全館ではなく、中央公民館と新狭山公民館の２館のみ

であると聞いたときに、他の館はどの段階で値上げをしていくのか教えてほ

しい。 

事務局  現段階では、建て替えのタイミングで考えているが、今後、全庁的な見直し

が行われるタイミングで、各館の状況を踏まえ、検討していくことになると思

う。 

  委 員  利用者の立場に立って、利便性が劣る施設や古い施設については、今回見直

しをしないということだが、一方で古い施設の方がコストはかかる。それでも、

あえて古い公民館はこのままでいいというご決断ですね。 

事務局  委員のおっしゃられている通り、古い公民館では施設の老朽化のため修繕

料が新しい公民館よりもかかることは承知している。新しい施設は建設に費

用をかけているということもあるので、一律の値上げについては、利用者に納

得していただけない、不公平感が出るという考えから、２館の値上げとしたも

の。 

  委 員  中央公民館・新狭山公民館が修繕に予算はかかっていないのか。 

事務局  新狭山公民館は空調修繕に予算がかかっている。 

  委員長  見直し案を了承するということでよろしいか。 

  委 員  異議なし 

    【見直し案について、委員から了承をいただいた】 

 

４ その他 

（１） 各委員からの感想等 

２年任期の最後の審議会であるため、各委員から、感想をいただいた。 

 

５ 閉 会 


